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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に設けられた複数のゲート配線と、前記基板上に設けられた、前記
複数のゲート配線とマトリックス状に交差する複数のソース配線と、前記ゲート配線およ
び前記ソース配線と接続された、複数の画素駆動用電極と、前記ゲート配線に走査信号を
出力する走査線駆動回路に走査側駆動信号を供給するための走査側駆動信号配線と、前記
ソース配線に画像信号を出力する画像線駆動回路に画像側駆動信号を供給するための画像
側駆動信号配線とを有する画像表示パネルにおいて、
　前記ゲート配線と前記走査側駆動信号配線とを接続する走査側バイパス配線と、前記ソ
ース配線と前記画像側駆動信号配線とを接続する画像側バイパス配線とのいずれか一方を
少なくとも備え、
　前記走査側駆動信号配線には、走査側駆動信号またはゲート検査信号が供給され、
　前記画像側駆動信号配線には、画像側駆動信号またはソース検査信号が供給される画像
表示パネル。
【請求項２】
　前記走査側バイパス配線上に設けられた、一端が前記ゲート配線と接続され、他端が第
１の接続端子と第２の接続端子のいずれかに選択的に接続される、複数の第１のスイッチ
ング素子と、
　前記画像側バイパス配線上に設けられた、一端が前記ソース配線と接続され、他端が第
３の接続端子と第４の接続端子のいずれかに選択的に接続される、複数の第２のスイッチ
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ング素子とを備え、
　前記第１の接続端子は前記走査側駆動信号配線と接続され、前記第３の接続端子は前記
画像側駆動信号配線と接続された請求項１に記載の画像表示パネル。
【請求項３】
　前記複数のゲート配線は、奇数番目のものと偶数番目のものとにそれぞれ対応して２ｍ
（ｍ：１以上の整数）本であり、
前記複数のソース配線は、Ｒの画素電極用、Ｇの画素電極用およびＢの画素電極用で３本
一組の計３ｎ（ｎ：１以上の整数）本であり、
　前記走査側駆動信号配線は、前記奇数番目のゲート配線に共通して接続された第１のサ
ブ信号線と、前記偶数番目のゲート配線に共通して接続された第２のサブ信号線とを有し
、
　前記画像側駆動信号配線は、各Ｒの前記ソース配線に共通して接続された第３のサブ信
号線と、各Ｇの前記ソース配線に共通して接続された第４のサブ信号線と、各Ｂの前記ソ
ース配線に共通して接続された第５のサブ信号線とを有する請求項２に記載の画像表示パ
ネル。
【請求項４】
　前記第１のスイッチング素子と、前記第２のスイッチング素子とは、一本の共通の制御
線によって制御される請求項３に記載の画像表示パネル。
【請求項５】
　前記第１のスイッチング素子と、前記第２のスイッチング素子とは、互いに独立した制
御線によってそれぞれ制御される請求項３に記載の画像表示パネル。
【請求項６】
　前記複数のゲート配線は、奇数番目のものと偶数番目のものとにそれぞれ対応して２ｍ
（ｍ：１以上の整数）本であり、
　前記複数のソース配線は、Ｒの画素電極用、Ｇの画素電極用およびＢの画素電極用で３
本一組の計３ｎ（ｎ：１以上の整数）本であり、
　前記走査側駆動信号配線は、前記奇数番目のゲート配線に共通して接続された第１のサ
ブ信号線と、前記偶数番目のゲート配線に共通して接続された第２のサブ信号線とを有し
、
　前記画像側駆動信号配線は、各Ｒの前記ソース配線と、各Ｇの前記ソース配線と、各Ｂ
の前記ソース配線のうち、少なくともいずれかの２種類の配線に共通して接続された第６
のサブ信号線を有し、
　各Ｒの前記ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、共通の第１の制御
線によって制御され、
　各Ｇの前記ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、共通の第２の制御
線によって制御され、
　各Ｂの前記ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、共通の第３の制御
線によって制御される請求項２に記載の画像表示パネル。
【請求項７】
　前記複数のゲート配線は、奇数番目のものと偶数番目のものとにそれぞれ対応して２ｍ
（ｍ：１以上の整数）本であり、
　前記複数のソース配線は、Ｒの画素電極用、Ｇの画素電極用およびＢの画素電極用で３
本一組の計３ｎ（ｎ：１以上の整数）本であり、
　前記画像側駆動信号配線は、各Ｒの前記ソース配線と、各Ｇの前記ソース配線と、各Ｂ
の前記ソース配線のうち、少なくともいずれかの２種類の配線に共通して接続された２本
のサブ信号線を有し、
　各ソース配線は、第１，第２，第３の分岐ソース配線に分岐しており、
　前記Ｒ、Ｇ、Ｂの３本一組について、前記Ｒ側の第１の分岐ソース配線、前記Ｇ側の第
２の分岐ソース配線、前記Ｂ側の第３の分岐ソース配線は、それぞれ前記第２のスイッチ
ング素子を介して前記２本のサブ信号線の一方と接続し、前記Ｒ側の第２および第３の分
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岐ソース配線、前記Ｇ側の第１および第３の分岐ソース配線、前記Ｂ側の第１および第２
の分岐ソース配線は、それぞれ前記第２のスイッチング素子を介して前記２本のサブ信号
線の他方と接続し、
　各Ｒ、Ｇ、Ｂ側の前記第１の分岐ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子
は、共通の第１の制御線によって制御され、
　各Ｒ、Ｇ、Ｂ側の前記第２のソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、
共通の第２の制御線によって制御され、
　各Ｒ、Ｇ、Ｂ側の前記第３のソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、
共通の第３の制御線によって制御される請求項２に記載の画像表示パネル。
【請求項８】
　前記走査側バイパス配線上に設けられた、各前記ゲート配線と接続される複数の第１の
出力端子および前記走査側駆動信号配線と接続された第１の入力端子と、
　前記画像側バイパス配線上に設けられた、各前記ソース配線と接続される複数の第２の
出力端子および前記画像側駆動信号配線と接続された第２の入力端子とを備え、
　前記走査側バイパス配線は、前記第１の出力端子と、前記走査側駆動信号配線および第
１の入力端子の接続点との間に切断部分を有し、
　前記走査側バイパス配線は、前記第２の出力端子と、前記画像側駆動信号配線および第
２の入力端子の接続点との間に切断部分を有する請求項１に記載の画像表示パネル。
【請求項９】
　前記切断部分は金属製薄膜または金属製細線である請求項８に記載の画像表示パネル。
【請求項１０】
　請求項１に記載の画像表示パネルの前記走査側バイパス配線および前記画像側バイパス
配線の導通をそれぞれ遮断する工程と、
　前記ゲート配線と前記走査側駆動信号配線との間に走査側駆動回路を設ける工程と、
　前記ソース配線と前記画像側駆動信号配線との間に画像側駆動回路を設ける工程とを備
えた画像表示パネルの製造方法。
【請求項１１】
　請求項２に記載の画像表示パネルの前記第１のスイッチング素子を、第２の接続端子が
選択されるように切り換える工程と、
　前記第２のスイッチング素子を、第４の接続端子が選択されるように切り換える工程と
、
　前記第１の接続端子と前記ゲート配線との間に走査側駆動回路を設ける工程と、
　前記第３の接続端子と前記ソース配線との間に画像側駆動回路を設ける工程とを備えた
画像表示パネルの製造方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の画像表示パネルの前記走査側バイパス配線および前記画像側バイパス
配線を、それらの耐電圧以上であって、前記ゲート配線、前記ソース配線、前記走査側駆
動信号配線および前記画像側駆動信号配線のいずれの耐電圧よりも低い電圧を印加するこ
とにより切断する工程と、
　前記ゲート配線と前記走査側駆動信号配線との間に走査側駆動回路を設ける工程と、
　前記ソース配線と前記画像側駆動信号配線との間に画像側駆動回路を設ける工程とを備
えた画像表示パネルの製造方法。
【請求項１３】
　前記ゲート配線および前記走査側駆動信号配線と接続された走査側駆動回路と、
　前記ソース配線および前記画像側駆動信号配線と接続された画像側駆動回路とを備え、
　前記走査側バイパス配線および前記画像側バイパス配線の導通は、それぞれ遮断されて
いる、請求項１に記載の画像表示パネル。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の画像表示パネルと、
　前記走査側駆動回路に走査側駆動信号またはゲート検査信号を供給するとともに、前記
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画像側駆動回路に画像側駆動信号またはソース検査信号を供給する元信号供給手段を備え
た画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば液晶パネルのような、画像表示パネルの構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶パネルは、小型軽量、低消費電力という長所があり、ノートＰＣ、カーナビ用のモニ
ターとして盛んに使用されている。中でもコントラスト、応答速度に優れるアクティブマ
トリクス方式のＴＦＴ液晶パネルが多用されている。
【０００３】
この液晶パネルの一例を図７に示す。図において、１１はガラス基板、１２はゲート配線
、１３はソース配線、１４は画素電極である。１５はゲート配線１２、ソース配線１３、
画素電極１４に接続されたスイッチング素子であり、ソース配線１３と画素電極１４とを
電気的に接続／遮断する。１６はゲート配線１２用のゲート配線駆動回路、１７はソース
配線１３用のソース配線駆動回路であり、半導体ＩＣを用いる。このゲート配線駆動回路
１６およびソース配線駆動回路１７の駆動信号は外部回路１８で作成され、配線１９を介
してゲート配線駆動回路１６およびソース配線駆動回路１７の入力端子にそれぞれ供給さ
れる。
【０００４】
また図では省略されているが、このガラス基板１１は液晶を挟んで対向電極と向かい合う
構造となっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この液晶パネルが正常に動作するかを検査するためには、ゲート配線駆動回路１６および
ソース配線駆動回路１７を接続して液晶パネルを表示させる必要があるが、表示に不具合
が生じた場合、その原因がゲート配線駆動回路１６およびソース配線駆動回路１７による
ものか、表示パネル側にあるのかを判断することが困難となる。
【０００６】
したがって、液晶パネルの検査時においては、ゲート配線１２用のゲート配線駆動回路１
６およびソース配線１３用のソース配線駆動回路１７である半導体ＩＣを実装する前に、
この液晶パネルを表示させて線欠陥、点欠陥等を検査するのが望ましい。
【０００７】
しかしながら、このためには、ゲート配線１２やソース配線１３を複数接続させた検査用
の配線、および外部から検査用の信号を入力する装置等を追加する必要がある。さらには
配線を追加すると、液晶パネルの寸法が大きくなってしまうという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、外部の検査信号出力装置を用いず
に表示検査を行うことができるとともに、液晶パネルの寸法を小さくできる画像表示パネ
ルの製造方法、画像表示パネル、画像表示装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、第１の本発明（請求項１に対応）は、基板と、前記基板
上に設けられた複数のゲート配線と、前記基板上に設けられた、前記複数のゲート配線と
マトリックス状に交差する複数のソース配線と、前記ゲート配線および前記ソース配線と
接続された、複数の画素駆動用電極と、前記ゲート配線に走査信号を出力する走査線駆動
回路に走査側駆動信号を供給するための走査側駆動信号配線と、前記ソース配線に画像信
号を出力する画像線駆動回路に画像側駆動信号を供給するための画像側駆動信号配線とを
有する画像表示パネルにおいて、
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　前記ゲート配線と前記走査側駆動信号配線とを接続する走査側バイパス配線と、
　前記ソース配線と前記画像側駆動信号配線とを接続する画像側バイパス配線とのいずれ
か一方を少なくとも備え、
　前記走査側駆動信号配線には、走査側駆動信号またはゲート検査信号が供給され、
　前記画像側駆動信号配線には、画像側駆動信号またはソース検査信号が供給される画像
表示パネルである。
【００１０】
　また、第２の本発明（請求項２に対応）は、前記走査側バイパス配線上に設けられた、
一端が前記ゲート配線と接続され、他端が第１の接続端子と第２の接続端子のいずれかに
選択的に接続される、複数の第１のスイッチング素子と、
　前記画像側バイパス配線上に設けられた、一端が前記ソース配線と接続され、他端が第
３の接続端子と第４の接続端子のいずれかに選択的に接続される、複数の第２のスイッチ
ング素子とを備え、
　前記第１の接続端子は前記走査側駆動信号配線と接続され、前記第３の接続端子は前記
画像側駆動信号配線と接続された第１の本発明の画像表示パネルである。
【００１１】
　また、第３の本発明（請求項３に対応）は、前記複数のゲート配線は、奇数番目のもの
と偶数番目のものとにそれぞれ対応して２ｍ（ｍ：１以上の整数）本であり、
前記複数のソース配線は、Ｒの画素電極用、Ｇの画素電極用およびＢの画素電極用で３本
一組の計３ｎ（ｎ：１以上の整数）本であり、
　前記走査側駆動信号配線は、前記奇数番目のゲート配線に共通して接続された第１のサ
ブ信号線と、前記偶数番目のゲート配線に共通して接続された第２のサブ信号線とを有し
、
　前記画像側駆動信号配線は、各Ｒの前記ソース配線に共通して接続された第３のサブ信
号線と、各Ｇの前記ソース配線に共通して接続された第４のサブ信号線と、各Ｂの前記ソ
ース配線に共通して接続された第５のサブ信号線とを有する第２の本発明の画像表示パネ
ルである。
【００１２】
　また、第４の本発明（請求項４に対応）は、前記第１のスイッチング素子と、前記第２
のスイッチング素子とは、一本の共通の制御線によって制御される第３の本発明の画像表
示パネルである。
【００１３】
　また、第５の本発明（請求項５に対応）は、前記第１のスイッチング素子と、前記第２
のスイッチング素子とは、互いに独立した制御線によってそれぞれ制御される第３の本発
明の画像表示パネルである。
【００１４】
　また、第６の本発明（請求項６に対応）は、前記複数のゲート配線は、奇数番目のもの
と偶数番目のものとにそれぞれ対応して２ｍ（ｍ：１以上の整数）本であり、
　前記複数のソース配線は、Ｒの画素電極用、Ｇの画素電極用およびＢの画素電極用で３
本一組の計３ｎ（ｎ：１以上の整数）本であり、
　前記走査側駆動信号配線は、前記奇数番目のゲート配線に共通して接続された第１のサ
ブ信号線と、前記偶数番目のゲート配線に共通して接続された第２のサブ信号線とを有し
、
　前記画像側駆動信号配線は、各Ｒの前記ソース配線と、各Ｇの前記ソース配線と、各Ｂ
の前記ソース配線のうち、少なくともいずれかの２種類の配線に共通して接続された第６
のサブ信号線を有し、
　各Ｒの前記ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、共通の第１の制御
線によって制御され、
　各Ｇの前記ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、共通の第２の制御
線によって制御され、
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　各Ｂの前記ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、共通の第３の制御
線によって制御される第２の本発明の画像表示パネルである。
【００１５】
　また、第７の本発明（請求項７に対応）は、前記複数のゲート配線は、奇数番目のもの
と偶数番目のものとにそれぞれ対応して２ｍ（ｍ：１以上の整数）本であり、
　前記複数のソース配線は、Ｒの画素電極用、Ｇの画素電極用およびＢの画素電極用で３
本一組の計３ｎ（ｎ：１以上の整数）本であり、
　前記画像側駆動信号配線は、各Ｒの前記ソース配線と、各Ｇの前記ソース配線と、各Ｂ
の前記ソース配線のうち、少なくともいずれかの２種類の配線に共通して接続された２本
のサブ信号線を有し、
　各ソース配線は、第１，第２，第３の分岐ソース配線に分岐しており、
　前記Ｒ、Ｇ、Ｂの３本一組について、前記Ｒ側の第１の分岐ソース配線、前記Ｇ側の第
２の分岐ソース配線、前記Ｂ側の第３の分岐ソース配線は、それぞれ前記第２のスイッチ
ング素子を介して前記２本のサブ信号線の一方と接続し、前記Ｒ側の第２および第３の分
岐ソース配線、前記Ｇ側の第１および第３の分岐ソース配線、前記Ｂ側の第１および第２
の分岐ソース配線は、それぞれ前記第２のスイッチング素子を介して前記２本のサブ信号
線の他方と接続し、
　各Ｒ、Ｇ、Ｂ側の前記第１の分岐ソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子
は、共通の第１の制御線によって制御され、
　各Ｒ、Ｇ、Ｂ側の前記第２のソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、
共通の第２の制御線によって制御され、
　各Ｒ、Ｇ、Ｂ側の前記第３のソース配線に接続された前記第２のスイッチング素子は、
共通の第３の制御線によって制御される第２の本発明の画像表示パネルである。
【００１６】
　また、第８の本発明（請求項８に対応）は、前記走査側バイパス配線上に設けられた、
各前記ゲート配線と接続される複数の第１の出力端子および前記走査側駆動信号配線と接
続された第１の入力端子と、
　前記画像側バイパス配線上に設けられた、各前記ソース配線と接続される複数の第２の
出力端子および前記画像側駆動信号配線と接続された第２の入力端子とを備え、
　前記走査側バイパス配線は、前記第１の出力端子と、前記走査側駆動信号配線および第
１の入力端子の接続点との間に切断部分を有し、
　前記画像側バイパス配線は、前記第２の出力端子と、前記画像側駆動信号配線および第
２の入力端子の接続点との間に切断部分を有する第１の本発明の画像表示パネルである。
【００１７】
　また、第９の本発明（請求項９に対応）は、前記切断部分は金属製薄膜または金属製細
線である第８の本発明の画像表示パネルである。
【００１８】
　また、第１０の本発明（請求項１０に対応）は、第１の本発明の画像表示パネルの前記
走査側バイパス配線および前記画像側バイパス配線の導通をそれぞれ遮断する工程と、
　前記ゲート配線と前記走査側駆動信号配線との間に走査側駆動回路を設ける工程と、
　前記ソース配線と前記画像側駆動信号配線との間に画像側駆動回路を設ける工程とを備
えた画像表示パネルの製造方法である。
【００１９】
　また、第１１の本発明（請求項１１に対応）は、第２の本発明の画像表示パネルの前記
第１のスイッチング素子を、第２の接続端子が選択されるように切り換える工程と、
　前記第２のスイッチング素子を、第４の接続端子が選択されるように切り換える工程と
、
　前記第１の接続端子と前記ゲート配線との間に走査側駆動回路を設ける工程と、
　前記第３の接続端子と前記ソース配線との間に画像側駆動回路を設ける工程とを備えた
画像表示パネルの製造方法である。



(7) JP 4141696 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

【００２０】
　また、第１２の本発明（請求項１２に対応）は、第８の本発明の画像表示パネルの前記
走査側バイパス配線および前記画像側バイパス配線を、それらの耐電圧以上であって、前
記ゲート配線、前記ソース配線、前記走査側駆動信号配線および前記画像側駆動信号配線
のいずれの耐電圧よりも低い電圧を印加することにより切断する工程と、
　前記ゲート配線と前記走査側駆動信号配線との間に走査側駆動回路を設ける工程と、
　前記ソース配線と前記画像側駆動信号配線との間に画像側駆動回路を設ける工程とを備
えた画像表示パネルの製造方法である。
【００２１】
　また、第１３の本発明（請求項１３に対応）は、
　前記ゲート配線および前記走査側駆動信号配線と接続された走査側駆動回路と、
　前記ソース配線および前記画像側駆動信号配線と接続された画像側駆動回路とを備え、
　前記走査側バイパス配線および前記画像側バイパス配線の導通は、それぞれ遮断されて
いる、第１の本発明の画像表示パネルである。
【００２２】
また、第１４の本発明（請求項１４に対応）は、第１３の本発明の画像表示パネルと、
前記走査側駆動回路に走査側駆動信号またはゲート検査信号を供給するとともに、前記画
像側駆動回路に画像側駆動信号またはソース検査信号を供給する元信号供給手段を備えた
画像表示装置である。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２４】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１による画像表示装置の構成図である。図において、図７と
同一部または相当部には同一符号を付し、詳細な説明は省略する。また、１８’は外部出
力回路、２０は制御配線、２１ａ、２１ｂは走査側駆動信号配線、２２ａ、２２ｂ、２２
ｃは画像側駆動信号配線、２３ａは走査側スイッチング素子、２３ｂは画像側スイッチン
グ素子、２４ａは走査側出力端子、２４ｂは画像側出力端子、２５ａは走査側入力端子、
２５ｂは画像側入力端子である。
【００２５】
図に示すように、液晶パネル内の全てのゲート配線１２には走査側スイッチング素子２３
ａが、また全てのソース配線１３は画像側スイッチング素子２３ｂが付加されており、走
査側スイッチング素子２３ａおよび画像側スイッチング素子２３ｂは、１本の制御配線２
０によりその接続が制御されている。
【００２６】
また、走査側駆動信号配線２１ａ、２１ｂは、それぞれ偶数番目、奇数番目のゲート配線
１３に接続されており、さらに走査側出力端子２４ａに接続されている。また、画像側駆
動信号配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃは、それぞれ（３ｎ＋１）番目の全てのソース配線１
３、（３ｎ＋２）番目の全てのソース配線、（３ｎ＋３）番目の全てのソース配線１３と
接続している。ただしここで（３ｎ＋１）番目の全てのソース配線１３はＲ（赤）の画素
電極と接続し、（３ｎ＋２）番目の全てのソース配線１３はＧ（緑）の画素電極と接続し
、（３ｎ＋３）番目の全てのソース配線１３はＢ（青）の画素電極と接続している。
【００２７】
また、走査側スイッチング素子２３ａにおいて、第１の接続端子２７ａは接続配線２８ａ
を介して走査側駆動信号配線２１ａまたは２１ｂ、加えて走査側出力端子２４ａに接続さ
れており、第２の接続端子２６ａは走査側入力端子２５ａに接続されている。
【００２８】
　また、画像側スイッチング素子２３ｂにおいて、第３の接続端子２７ｂは接続配線２８
ｂを介して画像側駆動信号配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃおよび画像側入力端子２４ｂに接
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続されており、第４の接続端子２６ｂは画像側出力端子２５ｂに接続されている。
【００２９】
また、外部出力回路１８’は、走査側駆動信号配線２１ａ、２１ｂを介して、図１には示
さないゲート配線駆動回路にゲート駆動信号を出力し、画像側駆動信号配線２２ａ、２２
ｂ、２２ｃを介して、図１には示さないソース配線駆動回路にソース駆動信号を出力する
。ゲート配線駆動回路は、ゲート駆動信号を受けると、これに基づき走査信号をゲート配
線１２に出力し、ソース配線駆動回路は、ソース駆動信号を受けると、これに基づき画像
信号をソース配線１３に出力する。さらに外部出力回路１８’は、走査側駆動信号配線２
１ａ、２１ｂを介してゲート配線１２にゲート検査信号を出力し、画像側駆動信号配線２
２ａ、２２ｂ、２２ｃを介してソース配線１３にソース検査信号を出力する。
【００３０】
このような構成を有する本実施の形態による画像表示装置の動作について、以下に説明を
行う。
【００３１】
はじめに、液晶パネルに、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路が実装されてい
ない場合は、制御配線２０からの制御信号によって、走査側スイッチング素子２３ａにお
いて、第１の接続端子２７ａとゲート配線１２とを接続し、画像側スイッチング素子２３
ｂにおいて、第３の接続端子２７ｂとソース配線１３とを接続する。
【００３２】
これにより、外部出力回路１８’とゲート配線１２とは、走査側駆動信号配線２１ａ、２
１ｂ、補助配線２８ａおよび走査側スイッチング素子２３ａを介して直結される。また、
外部出力回路１８’とソース配線１３とは、画像側駆動信号配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃ
、補助配線２８ｂおよび画像側スイッチング素子２３ｂを介して直結される。
【００３３】
この状態で、外部出力回路１８’から、ゲート検査信号を走査側駆動信号配線２１ａ、２
１ｂに印加し、ソース検査信号を画像側駆動信号配線２２ａ、２２ｂ２２ｃに印加し、さ
らに図１には示さない対向電極に信号を印加すると、液晶パネルに白・黒・赤（Ｒ）・緑
（Ｇ）・青色（Ｂ）のテスト表示を行うことできる。
【００３４】
次に、検査終了後、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路を実装して、液晶表示
パネルを完成させる場合には、制御配線２０からの制御信号によって、走査側スイッチン
グ素子２３ａにおいて、第２の接続端子２６ａとゲート配線１２とを接続し、画像側スイ
ッチング素子２３ｂにおいて、第４の接続端子２６ｂとソース配線１３とを接続する。
【００３５】
さらにゲート配線駆動回路の入力端子を走査側出力端子２４ａに、出力端子を走査側入力
端子２５ａに接続する。また、ソース配線駆動回路の入力端子を画像側出力端子２４ｂに
、出力端子を画像側入力端子２５ｂに接続する。
【００３６】
これにより、外部出力回路１８’とゲート配線１２とは、ゲート配線駆動回路を介して接
続される。また、外部出力回路１８’とソース配線１３とは、ソース配線駆動回路を介し
て接続される。
【００３７】
この状態で、外部出力回路１８’から、走査側駆動信号を走査側駆動信号配線２１ａ、２
１ｂに印加し、画像側駆動信号を画像側駆動信号配線２２ａ、２２ｂ２２ｃに印加し、さ
らに図１には示さない対向電極に信号を印加すると、通常の画像表示を行うことができる
。
【００３８】
このように、本実施の形態によれば、外部出力回路１８’から直結して得られる検査信号
による、テスト用の液晶パネル表示と、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路を
使った、通常の液晶パネル表示が別々にできるため、液晶パネルに線欠陥等が発生したと
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きに、その線欠陥が液晶パネルに起因するのか、それともゲート配線駆動回路、ソース配
線駆動回路側の不具合に起因するのかの判断、すなわち要因分離が簡単にできるようにな
る。
【００３９】
さらに、補助配線２８ａ、２８ｂおよびスイッチング素子２３ａ、３２ｂを、ゲート配線
駆動回路、ソース配線駆動回路が実装される位置の下部に設けると、液晶パネルの寸法増
加を最小限にすることができる。
【００４０】
なお、スイッチング素子２３ａ、３２ｂの切り替えは、ゲート配線駆動回路およびソース
配線駆動回路の実装前に予め行ってもよい。
【００４１】
　また、ゲート配線１２およびソース配線１３と、画像側駆動信号配線との電気的な接続
方法は、上記した一例以外にも存在する。たとえば、図２に示すように、画像側スイッチ
ング素子２３ｂの制御を行うため、制御配線２０ａ、２０ｂ、２０ｃの３本を用意し、制
御配線２０ａをＲのソース配線１３に共通して接続し、制御配線２０ｂをＧのソース配線
１３に共通して接続し、制御配線２０ｃをＢのソース配線１３に共通して接続する。これ
により、ソース配線１３とスイッチング素子２３ｂを介して接続する画像側駆動信号配線
は、画像側駆動信号配線２９ａ、２９ｂの２本とすることができる。また、図３に示すよ
うに、画像側駆動信号配線２９ｃのただ一本を各画像側スイッチング素子２３ｂと共通し
て接続するようにしてもよい。
【００４２】
また、走査側スイッチング素子２３ａの制御配線と、画像側スイッチング素子２３ｂの制
御配線とは独立していてもよい。この場合、図４に示すように、外部出力回路１８’から
は、走査側スイッチング素子２３ａの制御配線２０ａと、画像側スイッチング素子２３ｂ
の制御配線２０ｂを設ける。
【００４３】
また、図５に示すように、各ソース配線を三分岐させ、分岐した一本のソース配線のそれ
ぞれに画像側スイッチング素子２３ｂを設け、それぞれを左から順番に画像側スイッチン
グ素子２３ｂ（イ）、（ロ）、（ハ）とする。さらに画像側スイッチング素子２３ｂ（イ
）を共通の制御配線２０ａで接続し、画像側スイッチング素子２３ｂ（ロ）を共通の制御
配線２０ｂで接続し、画像側スイッチング素子２３ｂ（ハ）を共通の制御配線２０ｃで接
続する。
【００４４】
また、全ソース配線のうち、（３ｎ＋１）番目のソース配線１３ａと接続した画像側スイ
ッチング素子２３ｂ（イ）と、（３ｎ＋２）番目のソース配線１３ｂと接続した画像側ス
イッチング素子２３ｂ（ロ）と、（３ｎ＋３）番目のソース配線１３ｃと接続した画像側
スイッチング素子２３ｂ（ハ）とを画像信号配線２２ａ’にて接続し、全ソース配線のう
ち、（３ｎ＋１）番目のソース配線１３ａと接続した画像側スイッチング素子２３ｂ（ロ
）および（ハ）と、（３ｎ＋２）番目のソース配線１３ｂと接続した画像側スイッチング
素子２３ｂ（イ）および（ハ）と、（３ｎ＋３）番目のソース配線１３ｃと接続した画像
側スイッチング素子２３ｂ（イ）および（ロ）とを画像信号配線２２ｂ’にて接続した構
成としてもよい。特にこの構成の場合、ソース配線と接続した画像信号配線を３本から２
本に減らすことができ、より狭配線の液晶パネルを実現することができる。
【００４５】
また、低温ポリシリコン液晶パネルのように、ゲート配線駆動回路またはソース配線駆動
回路の一方が液晶パネルと同一プロセスで作成でき、後に半導体ＩＣとして実装する必要
がない場合には、その駆動回路１６または１７を使用して液晶パネルを表示させることが
できる。この場合、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路として半導体ＩＣを用
いない液晶パネルにおいては、対応するゲート配線１２またはソース配線１３側の、スイ
ッチング素子、補助配線および入出力端子を省略してもよい。
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【００４６】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２による画像表示装置の構成図である。図において、図１
と同一部または相当部には同一符号を付し、詳細な説明は省略する。また、３０ａは走査
側バイパス部材、３０ｂは画像側バイパス部材である。
【００４７】
図に示すように、液晶パネル内の全てのゲート配線１２は走査側入力端子２５ａに接続さ
れ、さらに走査側入力端子２５ａは、走査側バイパス部材３０ａを介して走査側出力端子
２４ａおよび走査側駆動信号配線２１ａ、２１ｂに接続している。
【００４８】
また、液晶パネル内の全てのソース配線１３は画像側入力端子２５ｂに接続され、さらに
画像側入力端子２５ｂは、画像側バイパス部材３０ｂを介して画像側出力端子２４ｂおよ
び画像側駆動信号配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃに接続している。
【００４９】
また、外部出力回路１８’は、走査側駆動信号配線２１ａ、２１ｂを介して、図１には示
さないゲート配線駆動回路にゲート駆動信号を出力し、画像側駆動信号配線２２ａ、２２
ｂ、２２ｃを介して、図１には示さないソース配線駆動回路にソース駆動信号を出力する
。ゲート配線駆動回路は、ゲート駆動信号を受けると、これに基づき走査信号をゲート配
線１２に出力し、ソース配線駆動回路は、ソース駆動信号を受けると、これに基づき画像
信号をソース配線１３に出力する。さらに外部出力回路１８’は、走査側駆動信号配線２
１ａ、２１ｂを介してゲート配線１２にゲート検査信号を出力し、画像側駆動信号配線２
２ａ、２２ｂ、２２ｃを介してソース配線１３にソース検査信号を出力する。
【００５０】
このような構成を有する本実施の形態による画像表示装置の動作について、以下に説明を
行う。
【００５１】
はじめに、液晶パネルに、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路が実装されてい
ない場合は、外部出力回路１８’とゲート配線１２とは、走査側駆動信号配線２１ａ、２
１ｂおよび走査側バイパス部材３０ａを介して接続されている。また、外部出力回路１８
’とソース配線１３とは、画像側駆動信号配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃおよび画像側バイ
パス部材３０ｂを介して直結されている。
【００５２】
この状態で、外部出力回路１８’から、ゲート検査信号を走査側駆動信号配線２１ａ、２
１ｂに印加し、実施の形態１と同様にして、液晶パネルに白・黒・赤（Ｒ）・緑（Ｇ）・
青色（Ｂ）のテスト表示を行うことができる。
【００５３】
次に、検査終了後、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路を実装して、液晶表示
パネルを完成させる場合には、走査側バイパス部材３０ａを、走査側入力端子２５ａと、
走査側出力端子２４ａおよび走査側信号駆動配線２１ａ、２１ｂの接続点との間にて切断
し、画像側バイパス部材３０ｂを、画像側入力端子２５ｂと、画像側出力端子２４ｂおよ
び画像側信号駆動配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃの接続点との間にて切断し、走査側出力端
子２４ａと走査側信号駆動配線２１ａ、２１ｂおよび走査側入力端子２５ａとの導通、画
像側出力端子２４ｂと画像側信号駆動配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃおよび画像側入力端子
２５ｂとの導通を遮断する。
【００５４】
この状態で、ゲート配線駆動回路の入力端子を走査側出力端子２４ａに、出力端子を走査
側入力端子２５ａに接続し、ソース配線駆動回路の入力端子を画像側出力端子２４ｂに、
出力端子を画像側入力端子２５ｂに接続する。
【００５５】
これにより外部出力回路１８’とゲート配線１２とは、ゲート配線駆動回路を介して接続
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される。また、外部出力回路１８’とソース配線１３とは、ソース配線駆動回路を介して
接続される。
【００５６】
これにより、テスト表示が終了した後、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路を
実装して、通常動作を行わせることができる。この時に液晶パネルに表示の不具合が生じ
るとすれば、実装したゲート配線駆動回路、ソース配線駆動回路にその原因があると判断
することができる。
【００５７】
このように、本実施の形態によれば、実施の形態１のスイッチング素子のような構成が不
必要になり、より液晶パネルの寸法を小さくできる。
【００５８】
なお、走査側バイパス部材３０ａおよび画像側バイパス部材３０ｂの切断には、レーザー
を照射して配線を焼き切る方法や、カッター等の機械的な方法で切断する方法があるが、
切断するための幅が必要であるため、液晶パネルの寸法がかえって大きくなってしまう。
【００５９】
そこで、走査側バイパス部材３０ａおよび画像側バイパス部材３０ｂの切断部分３１の構
成は、膜厚を極端に薄くした薄膜部として、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回
路を実装する時の熱と圧力で、膜厚が薄い薄膜部を切断する。
【００６０】
また、切断部分３１としては、薄膜部の代わりに、極端に細い、耐電圧の低い極細配線を
設け、ゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路を実装する前に、走査側信号駆動配
線２１ａ、２１ｂおよび画像側信号駆動配線２２ａ、２２ｂ、２２ｃとゲート配線１２お
よびソース配線１３との間に１０Ｖ以上の高電圧を印加し、極細配線を発熱させて切断す
る。このとき、走査側入力端子２５ａ、画像側入力端子２５ｂは接地するようにする。こ
れによれば、高電位の印加によるゲート配線１２およびソース配線１３の線欠陥、断線等
を防ぐことができる。
【００６１】
なお、上記の実施の形態において、ガラス基板１１は本発明の基板に相当する。また、走
査側スイッチング素子２３ａは、本発明の第１のスイッチング素子に相当し、画像側スイ
ッチング素子２３ｂおよび２３ｂ（イ）（ロ）（ハ）は、本発明の第２のスイッチング素
子に相当する。また、走査側スイッチング素子２３ａおよび接続配線２８ａは本発明の走
査側バイパス配線に相当する。また、ソース信号線１３ａは本発明のＲ側のソース配線に
、また、ソース信号線１３ｂは本発明のＧ側のソース配線に、また、ソース信号線１３ｃ
は本発明のＢ側のソース配線にそれぞれ相当する。
【００６２】
また、画像側スイッチング素子２３ｂ（イ）に接続したソース信号線１３ａ、ソース信号
線１３ｂ、ソース信号線１３ｃの分岐線は、本発明の第１の分岐ソース配線に相当し、画
像側スイッチング素子２３ｂ（ロ）に接続したソース信号線１３ａ、ソース信号線１３ｂ
、ソース信号線１３ｃの分岐線は、本発明の第２の分岐ソース配線に相当し、画像側スイ
ッチング素子２３ｂ（ハ）に接続したソース信号線１３ａ、ソース信号線１３ｂ、ソース
信号線１３ｃの分岐線は、本発明の第３の分岐ソース配線に相当する。
【００６３】
また、画像側スイッチング素子２３ｂおよび接続配線２８ｂは本発明の画像側バイパス配
線に相当する。また、走査側駆動信号線２１ａは本発明の第１のサブ信号線に相当し、走
査側駆動信号線２１ｂは本発明の第２のサブ信号線に相当する。また、画像側駆動信号線
２２ａは本発明の第３のサブ信号線に相当し、画像側駆動信号線２２ｂは本発明の第４の
サブ信号線に相当し、画像側駆動信号線２２ｃは本発明の第５のサブ信号線に相当する。
【００６４】
また、画像側駆動信号線２９ａ、２９ｂ、２９ｃは本発明の第６のサブ信号線に相当し、
画像信号配線２２ａ’は本発明の２本のサブ信号線の一方に、また画像信号配線２２ｂ’
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は本発明の２本のサブ信号線の他方に相当し、制御配線２０ａ、２０ｂ、２０ｃは、それ
ぞれ本発明の第１の制御線、第２の制御線、第３の制御線に相当する。また、外部出力回
路１８’は本発明の元信号供給手段に相当する。
【００６５】
　また、上記の各実施の形態において、画像表示パネルは液晶パネルであるとして説明を
行ったが、本発明の画像表示パネルは、プラズマディスプレイパネルやＥＬディスプレイ
パネルなど、他の表示手段を有するパネルであってもよい。
【００６６】
　また、本発明は、表示テスト実行前のゲート配線駆動回路およびソース配線駆動回路を
省いた画像表示パネルであってもよい。
【００６７】
また、本発明は、本発明の画像表示パネルを搭載した画像表示装置であってもよい。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したところから明らかなように、本発明により、外部の検査信号出力用の手段を
用いずに画像パネルをテスト表示させることができ、パネルの寸法増加を最小限にするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１による液晶表示装置の構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１による液晶表示装置の他の構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１による液晶表示装置の他の構成例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１による液晶表示装置の他の構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１による液晶表示装置の他の構成例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２による液晶表示装置の構成図である。
【図７】従来の技術による液晶パネルの一例を示す図である。
【符号の説明】
　１１　ガラス基板
　１２　ゲート配線
　１３　ソース配線
　１４　画素電極
　１５　スイッチング素子
　１６　ゲート配線駆動回路
　１７　ソース配線駆動回路
　１８　外部回路
　１８’　外部出力回路
　１９　配線
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ　制御配線
　２１ａ、２１ｂ　走査側駆動信号配線
　２２ａ、２２ｂ、２２ｃ　画像側駆動信号配線
　２３ａ　走査側スイッチング素子
　２３ｂ　画像側スイッチング素子
　２４ａ　走査側出力端子
　２４ｂ　画像側出力端子
　２５ａ　走査側入力端子
　２５ｂ　画像側入力端子
　２６ａ　第２の接続端子
　２６ｂ　第４の接続端子
　２７ａ　第１の接続端子
　２７ｂ　第３の接続端子
　２８ａ、２８ｂ　接続配線
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